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.從
來

.，國
、際

fi
ff
l

の
琊
論
を
實
際
の

jK

況
に
適
す
る
に
當
つ
て
、恰
好

.の對照を爲すもの

. 

;̂

英
，吉
利
ど
北
米
合
衆

'®'

の兩

-國
で

.：*
;
:つた。
卜
ち
前

'者
は

.
資
本
輸
出
國
ビ
し
て
、年

V

互 

額
の
荆

^

收
溢
爻
諸
外
國

.か
ら
獲
得
す
る
：上
に
、他
の
方
面
に
於
て

も

、
®

々
の
偾
權
收
入
を
有 

是

築

ら

«

品
^

^

^

^
國

;p
■

敬
'
す

6
.
0

め
に
、自

-£
>

輸
入
超
過
國
ど
爲
れ

；

る
一
方
に
、
 

後

者

，は

外

國

袭

ち

資

本

の
:#
#

を
受
け
、之
に
對

_

る
利
拂
を
行
ラ
其
上
に
、債
務
の
期
限
の
來 

%
;■
(
:
.隨
つ
-
.
:
其̂
：
«

還

：
シ

：ず

す

：
る

：
も

の

、

■
あ
•
る
爲
め

」

に
、自
ら
商

.
品
の

;«

出
に
依
つ
て
、之
を
決
濟 

す
石
：必

^

^

隹
じ
、撕
く
て
年
來
輸
出
超

;̂

國

.̂

ら
^

.
る
を

/#
な

か

つ
た
の
で

あ

る
。

合
衆
國 

似

;3
1

^

然
：資
撕
の
豊

«

で
あ

A

之
に
多
少
の

;̂

エ
を
.施
せ

ば
、
低
廉

.
な

，
る
‘
®

用
を

以
つ
て
、其

' 開 

凝
：
*:

行
ひ
、其

.
■

掘
ギ
事
た
も
の
を
利
用
し
て
、

!

個
の
生
產
物
た
ら
し
め
る
を
得
る
、隨
つ
て
低

餚才
%

舞

o

一‘
三五五

)

論
‘

觏
.

國
際
贷
借
に
於
け
る
合
衆
_
の

地

位

m
八
璘 

ー
丑



.
了
^

七：
v

o

r

l

E

.

s.

輪
'

*

ァ
ダ
ム
•
ぅ
，
ス
論
補
藤 

0
A
0

一
 

四 

め

. M
;B
I

灼
.に
止
.め
ざ
る
こ
ど

.

.に
侬
つ
、て
、其

.資
本
を
蠶
食
す
。

…
…

生
逾
的
勞
働
の
®
傭
に
充 

彳
ふ
る

べ

-p
_

金
を
減
少
せ
し
む
る
，

こ

ビ

に
依
て
、狨
れ

は

、
其
の
左
右
し
得
る
碗
圍
內
に
於
て
、
 

必

. #
>
その

：#
へ
ら
れ
た
る
客
體
の
價
値
を
增
加
咁
レ
む
る
勞
働
の
焉
及
び
興
結
泶

 
<

 

し
て
全 

«

の
土
.驰
及

^

勞

働

-0
■'
?

>
其；住
民
の
眞
の

: ®

と
所
得
ビ
を
減
少
せ
し
む
。

‘ 

.0

し
^

篇

の
酿
.1

が
.
她
の

^

の

- ^

素
に
' 

依
.
て
®
は
る

 

> 

こ
と
な
し

ビ
せ
'
 

ば
、浪
費

1?
谷
\

の
1了
 

%

ね
摩
勉
な

,2
>

#

の
' 

麵
齙
を
以
て
懒
者
を
養
ふ
こ
ど
に
一
依
て
、啻

.
:^

其
人
自
身
を
乞
食
た
ら
し 

„

の
み
な
ら
す
、又
其

*

を
: «

困

5

ら
し
む
へ
る
の
傾

'*

名
も
の
な
々

」

€

0

茲
に
於
て
か
國
高 

: p
/±

■■
i
l
l.勞
: «

必
^

產
#

を

以

て成二る

'
ご、金

.
A

を
以
て
成
る
ビ
を
問
は
ず

「

各
浪
費
者
は
公
共
の 

: »
, ^

ル
^
务
節
儉
家
.也
公
共
の
恩
人
た
る
が
如
し

」

^

の
結
論
を
生
す
る
な
む
。
而
し
て
此
結 

邊
の

;'
$

.
礎
は
、生
產
的
勢
：働
不
生

_

的
勞
働
の

」

區
別
に

.
存
す

。

>
d
a
m

 

s
m
i
t
h
.

の
謂
は
ん

w

欲
す 

,:
^

ど
乙
ろ
は
羅
，竟
生
産
的
勞
働
者
に
依
七
生
產
せ
パ
ら
れ
た
る
亂
富
中
、生
產
的
勞
働
者
に
«
歸 

す
る
部
分
益

-
々
多
ぐ
し
て
國
富

.
の
.；增
進
益
々
速
か

‘.な
る
ベ

.
ぐ
、そ
の
不
生
產
的
階
級
に
依
て

m
 

费
.
せ

.&

る，
>
 
部

分

，益
，
々
：多

く

し

；
て

國

取

は

.
益

々

減

少

す

ベ

し

，
e

云
ふ

*

に
歸
‘
着
す
。
而
し
て 

生
.產
的
勞

.
働
の
何

^

る
や
に

.
關
す
る
見
解
の
相
異
を
措
：け
ば
，此
は

JE
R

Q
u
e
s
n
a
y

が

T
a
b
l
e
a
u

 

,s
?

c
-t
J
o
m
i
q
u
e

に；依

'
;て
說
叨
せ
ん
ざ
し
：た
る
听
の
原
驵
な
り

。

■



%
-.-
y>:

,

c
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•

•^ム

w-

'ブ:

兆
處
に
的

'
確
な
る
原
因
の

#

す
る
こ
ど
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
第
ー
、千
八
西
ニ
十 

年
前
合
一
衆
國
の
貿
易
が
輸
入
超
過
で
ぁ
っ
た
の
は
、當

-
時
同
國
の
海
運
業
が
相
：當
に
繁
昌

し

、運 

«

の
收
入
、少
な
か
ら
ざ
り
し
結
果
で
あ
り
、第一一、其
後
續
い
て
阆

一

の
趨
勢
が
現
は
れ

M

も
入 

#

額
：の，

®

i

る
大
で
あ

'
つ
た
の
は
、合

^

國
の
企
業
に
向
つ
て
、諸
外
國
の
資
本
注
入

さ

れ
、其
資
本 

が
商
品
の
形
態
を
以
つ
て
、

^

入
し
來
つ

.
た
結
果
で
あ
り
、第
三
、千
八

| 5
三
十
七
年
の
恐
憐
以
來
、
 

1
方
に
.
內
國
の

.
經
濟
社
肾
が
紊
亂
し
、他
の

1

方
に
諸
聯
邦
州
が
州
債
廢
释
の
宣
言
を
爲
し
た 

こ

V
J

は
偶
々
歐
洲
の
資
本
家
の
間
に
合
衆
國
の
放
資
に
就
て
、恐
怖
心
を

«

ギ
せ
、彼
等
を
し
て 

對
.米
放
資
を
制
限
す
る
に
至
ら
し
め
た
爲

め
、合
衆
國
に
對
す
る
彼
等
の
信
用
の
恢
復
す
る
ま 

で
、資
本

'
放
下
の
跡
^
絕
つ
に
至
り
、合
衆
國
は
外
周
物
資
の
勝
入
に
充
る
資
力
を
失
つ
た
結
*
、
 

然
輸
入
貿
易
の

.
減
，縮
を
來
し
て
、輸
出
超
過
を
招
い
た
り
、第
四
加
利
福

M

に
於
け
る
金
鑛
發 

觅
以
來
千
八
西
七
十
三
年
の
恐
®
ま
で
、金
の
輸
出
高
の
增
加
し
た
に

_

し
て
、輸
入
貿
勒
^
增 

加
を
來
し
た
り
し
：が
如
き
、稱
ヶ
の
働
き
が

.
國
際
貨
借
上
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、含

ff
s

か 

ら
見
て
、合
衆
國
が
ー
.個
の
，偾
.務
國
で
あ
る
こ

^

は
、爭
ぅ
可
か
ら
ざ
る
事
實
に
屬
す
る
。
隨
り 

て
债
務
を
決
濟
す
る
.こ
と

' 0
必
，耍
上
、今
日
に
至
る
ま
で
依
然
左
る
輸
出
超
過
國
た
る
地
位
に 

鍩

十

七

港〈

一

玆

茬

さd
.

:
紈

豳

際

货

惜I :
於
け
名
旮
衆
固
の
地
位

 

第
八
鎭
 

一
七



,
第

屮

セ

卷(

ー
三
五
六

)

論
訛
阈
際
货
借
，に於ける合衆國

0
地位 

第

八

號

r
ハ

廉
な
る
利

.子
步
合
：の
下
に
、合
：衆
國
に
供
給
さ
れ
犮
外
國
の
資
本
は
國
內

.に
運
用
さ
れ
て
"多
大

 

の
利
潤
を
生

t'
る

.原
因
と
爲
り
、

j

方
に
右
の
如
く
生
產

3

れ
た
生
產
物
は
直
に
外
國

K

輸
出
 

さ

れ

て
、對
外
債
務
を
決
濟
す
る
資
金
に
充
て
ら
れ

る

次
第
で
あ
る
と
す
れ
ば
、合

 

:

超
過
は
債
務
國
：の
傳

 

き
負
擔
を
加
へ
る
も
の

 

て
も
、尙
ほ
旣
往
：に
於
け
る
債
務
決
濟

0

必

5?
'に
#
ぅ
負
擔
で
あ

る
こ

€

は
、之
を

 

ば
な
ら
な
い
。

試
に
千
九
百
十

一

年
乃
至
十
三
年
に
至
る
三
年
間
に
於
け
る
輸

 

を
示
せ
ば
、左
の
如
く
で
あ

るC (

単
位
夏
邪

)

で 衆  

な 國
の な い の  

狀 け ど 輸  

況 K I し 出

出 認  

入 め

.

.

輸
:■
■

出

べ

.

 

'

レ.

輸
:■.

 

‘

 

A

 

1

九一一年

 

ニ
、
〇
四
九
、
三
 

1
、3£
ニ
七
、
1
1 

一
九 

ニ
ー 

1
1、ニ
〇
四、
1
1
1 

1
、

六
五
！

i
r

 
ニ 

一
九1

三 

U
、

四
六
去
、
八
 

一
、
八
一
三
、
〇

出

■
，超
三
年
間
平
均
出
超 

五
ニ
ニ
、
1)

五
五
一
、

l
l

 

H

H

 

六
五
ニ
、
八

I

:

然
ら
ば
一
方
に

p
.

1^
貸
借
上
の
債
務
は
如
何
_な
る
狀
態
に
居
つ
た
で
あ
ら
ぅ
か
。

元
來
へ
口 

衆
國
貿
易
の

®
史

に
徵
す
る

5

間
に
，
幾
多
：
の
變
遯
が
あ
り
、或
は
輸
入
超
過
國
に
爲
つ

?

 

€
も
あ
れ
ば

、
^

は
輸
出
超
過
國
に
：爲
つ
た
こ
ビ
も
あ
り
、皿
し
て
其
斯
の
如
く
爲
る
に
就
て
は
、



t t
箅
に
於
て
、十
五
億
卵
，に

I
上
り
、之

.
に
對
す
る
利
挪
亦
七
千
五
西
萬
渺
に
相
當
す
る
爲
め
、差
別 

戈
戰
.
前

U

於
け
る
純
利
拂
高
は

.
一一
f t
卵
と
計
算
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

合
衆
國
民
の
諸
外
國
旅 

府」

に
隙
し
て
，費

.
消
^

石.

.

金
額
：が：外

民

の

：合
衆
國
旅
行
に
於
て
費
消
す
る
金
額
を
差
引

.

&

、對
. 

外.
偾

務

の

利

拂

金

：
，ど

：
璐

.
ぼ.
同_

;0
多
き
に
上
る
こ
ど
は
，、驚
く
可
き
事
實
で
あ
る
が
、同
國
民
.が
 

*

.#
:
:の
>
名
所

«

蹟
を

*

訪
す
る
こ
ど

..を
好
む
癖
を
、有
す
る
は
著

'
明
の
事
實
で
あ
つ
て
、殊
に
內 

國
M

濟
，社
會
：の
繁
昌
す
る
際
に
、此
癖
の

.
助
成
さ
れ
る
こ
ビ
を
知
つ
へ
な
ダ
ら
ば
、以
上
の

t

if
i

の 

尉.
箅

れ

.る
兔
亦
敢
て
異
な
り
ど
す
る

I

に
:
足
ら
な
い
。
移
住
民
の
本
國
；.に
對
す

る
.

送
還
金
は 

郵

:.
®

局
の
駿
行
す
る

®.

便
送
金
、銀
行
の
振
出
手
形

.
等
に
現
は
れ
、
一
年
間
：繼
續
し
て
^

行
は
れ 

る
を
.
見
る
ど
共
に
、ク
，
ス
マ
ス
前
に
臨
ん
で
送
余
額
特
に

多

き
を
如
へ
、砠
の
時
期
に
行
は
れ 

る
分

v

合
せ
て
、歐

.
洲
に
.
.
對
す
る
分

•た

，け

で

、
千

九

？

一

 

年
か
ら
同
十
三
"ヰ
に
至
る
牟
均
額
は 

,
1-:
'
億
七
千
五
百
萬
弗

.
に：_
上
，る

$

れ
た
。
是
等
の
外
に
支
怫
勘
定
の
項
目
に
廊
す
る
も
の 

:
,は
：、羅

赁

保

險

「

料
'手
«
* :
で：あ

^
て
、運.
賃
支
拂
の
.：超

®
高
.は

三

千

五

If
萬
：
弗

に

、保

險

料

手

數

料 

の
支
舞
超
過
高
は
三
千
與
卵
に
上
た
の
で

f

o

.

M

に
金
銀
出
人
の
狀
況
.を
見
る
く
千
九
西 

.
十

一
年

：：

か
ら
同
十
三
ギ
に
至
る

|!
«

に
於
て
は
、銀
の

.
出
超
_ 
ニ
千
ニ

胃
ー
こ
十
离
弗
に

對

し

て、金
.の 

■第十七

f
 

2
三五九

)

論

說

，，：隱
贷
借

| :
於
け
ゐ
合
衆
國
，の
地
位

 

第
：
へ
雖
 

一九

’



I

m
T
七

怨

C
1

!s
<

)

論

訛

「

國
際
试
愤’1
於
け
る
甘
縱
幽
，レ
ノ
地
位

 

笫
八
號
 

一
八

居
つ
た
の
で
ぁ
つ
て
、典

«

務
；ビ
し
て
年
々
支
拂
勘
定
に
属
す
る
項
目
は
阿
で
ぁ
る
か
と
云
へ

ば

資
本
に
對
す
る
利
拂
幷
に
事
業
收
益
金
の
送
還
高
ニ
〇
〇
B f

萬
弗 

海
外
旅
行
渚
費
消
金
，：
，

 

一
七
五

:
1 七
五
 

•

:

'」
：
: :
■

し

^
^
 ̂

‘ 

三

五

:

,

三
〇

::
::
:

:

:

:

.

h
 

六 

r

五

項
目
に
就
て
考
；へ
る
に
、合
衆
國
の
諸
事
業
は
其
殖
议
地
時
代
に
於 

'
外
，國
の
資
本
に
侬
賴
し
、以
つ
て
其
運
用
を
全
ぅ
し
た
の
で
あ
つ
て
、
 

S

:

千
九
？

：年
，：に
於
け
：る
放
資
額
を
六
十
億
卵
ビ
計
算
し
、又
其 

三
：十

五

億

佛

、

»

逸
0

分
七
億
五
千
萬
卵
、和
蘭
幷
に
佛
蘭
西
の
分

®

 

し
て

」

右
^

對
す
：る
：

'

年
間
の
利
拂
は
ニ
億
七
千
；

A

萬
茆
で
あ
る
が
、

移
住
民
本
國
送
還
金

;-
:

運
賃
支
拂
高

「

^

^

……

其

：
.
他
' 

.

.

e
a. 

':; 

ビ
數
へ
ら
れ
た
。
右
の
諸 

け
る
創
設
の
際
か
ら
、

- w

-ら

サ

、

シ

ョ

]

r

ジ

•

ぺ

ィ

シ

ユ

內
譯
を
以
つ
て
英
國
の
分 

B
4

傲
"

卵
ビ
計
算
し
た
。じ
而

:

:

;

:
 

1

1

1

.

方
；に
合
衆
國
が
加
京
陀
讀
西
奄
玖
瑪
邦
他
の
傘
國
に
放
下
し
た
資
本
ば
千
九
百
十
三
年
の

•
 

.

.

.

 

-

冶̂
::

パ
レ̂

^

^
l

議
l i
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g
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即

ち

右
の
•如
き
ニ
ッ
の
狀
勢
の
起
る
乙
ビ
は
ニ
者
共
に
容
易
に
期
待
す
可
が

ら

ざ

る
所
で 

あ
，つ

：：

て
：合
衆

.
國
は
其
韋
額
な
る

_

出
貿
易

# :
R

輸
入
に
對
す
る
蓊
し

き

輸
出
の
超
過
に
依
つ 

て
、外
見
に
於

.
て
は
：經
濟
上
に
優
勢
を
示
し
て

B

つ
た
ょ
ぅ
な
も
の
\
內
實
に
於
て
は
將
來
の 

經
濟
立
國
上
に
多
少
憂
惧
す
可
き
事
情
の
存
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
を

得
な

か
つ
た
の
で
あ 

る
o

然
る
に
歐
洲
戰

#

は
斯
る
國
際
贷
借
上
に
於
け
る
合
衆
國
の
地
位
に

急
劇
な
る

變
動
を 

W

し
た
。
即
ち

31
ー
 

斑
を
.
云
へ
ば
、戰
時
四
：個
年
半
に
於
け
る
合
衆
國
の
貿
爲
は 

'
輸

入

，
，
 

一
一
、
一
六
.
六
百
®

卯

.：
：

.
輸

出

 

ニ

ニ

"
九

七

四
 

輸
出
超
過

 

一

,八
〇
八 

ビ
云
ふ
數
字
を
示
し
た

;0
此
f i
大
な
る
貿
易
上
の
差
額
は
要
す
る
に
合
衆
國
の
物
資
に

M

す
‘
 

る
マ
歐
洲
諸
國
の
需
要

-
の
劇
，增
し

「

た
，結
，果
、其
價
格
の
騰
貴
し
た
一
方
に
、歐
洲
，諸
國
の
物
資
を
輸 

出
す
る
能
力
に
生
じ
た
缺
陷
に
乘
じ
て
、出
現
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、固
ょ

b

興
常
の
出
來
事
を 

以
つ
て
、之
を
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

o 
:

隨
つ
て
此
バ
ラ
ン
ス
に
.對
す
る
決
濟
法
の
如
き
も
亦 

興
常
の
手
段
に
依
つ
て
行
は
れ
た
。

M

例
一
國
が
外
國

{ ;
持
つ
債
權
は
金
貨

' 
の
囘
收
に
依
つ

第
十
七
餘
、

2
三
，K

C
論

耽

' 

國
際
贷
偕
.
.

i
於ける合

衆

陴の
地
位 

第
八
號
.

ニー



馆
十
七
怨

.(

ー三六

0
ゲ.

論

E

:
國際贷倚に於け

t

證
.の也位

 

、

第

べ

號

ニ

0 

;

rA
超
：一
千

W

四

!+
^

郎
ど

:.
;:爲
つ
：て
居
つ

.
た
の
で
め
る
か
ら
、之
を
商
品
の
輸
出
入
.額
ど
相
殺
す 

:
る
：ミ

^

局.
合

衆

國

：蜂

商

；品

)

幷
に
金
銀
の
輸
出
超

®

に
依
つ
て
ゼ
億
八
千
六
莨
ニ
十
萬

#

り_
 

外
俊
權
收

.
入
を
持
ち
、

】

方
に
對
外
債
務

.
支
拂
高
^

前
記
の
如
く
六
億
一
千
五
百
馬
卯
に
上
る 

爲.
め
、兩
者
の
差
は
年

.
々
’
合
：衆

.
國
の
.
諸
外
國
に
就
て
輸
入
ず
る
資
金
に
依
ら
て
、決
濟

3

れ
ざ
る 

■を
得
ざ
る
次
都

と

爲
つ
て

®

つ
れ
。
隨

ク

T

合
衆
國
に
し
て
近
年
些
細
な

.
が
ら
南
米
中
米
， 

し
く
は
極
東
諸
國
に
資
金
を
供
給
す
る

'
と
し
た
所
で
、其
れ
は
自
國
の
對
外
偾
權
收
人
の
一
部 

.

を
振

:#
へ
て
、之
に
充
て
る
の
で
は
な
ぐ
、寧

'6
他
國
に
負
ぅ
た
儕
務
を
債
樺
に
變
形
す
る
に
過 

ぎ
中
、傲
權
は
濺
得
し
て
も
、ブ
方
に
却
つ
て
偾
務
の

'加
重
す
る
こ
ど
を
免
か
れ
な
い
。
斯
る
狀 

:

勢
，力
ら

一

步
を
進
め
て
合
衆
國
が
債
務
を
脫
し
て
、偾
權
を
收

.
め
"
眞
の
債
榔
國
た
る
地

4

を
國 

際
貸
借
；
.
上
の
關
係
に
於
て
占
め
る
に

.

は
、a

易
上
轍
出
の
大
超
過

.
の
行
は
れ
る
か
、或
は
加
利
福 

尼
金
鑛
發
見
時
代
に
於
け
る
が
如
き
、勝

し
き

金
の
輸
出
を
見
る
か
、一

5

の
一
を
必
耍
ビ
し
た

o 

千
九
商
十
三
年
の

(

資

：易
：に
於
て
は
、偶
，々
右
の
事
情
が
發
生
し
た
の
で
ぁ
る
が
、固
ょ
卜
ノ
將
來
に 

瓦
つ

V

繼
續

す

る

卜

^

ビ

の

豫

期

3

.

れ

た

次

第

でな
い
。



が
戰
爭

.
の
爲
め
に
荒
城
し
、商
品
を
以
つ
て
、合
衆
國
か
ら
輸
入
す
る
商
品
の
代
價
を
決
濟
す
る 

こ
€

の
一
不
可
能

.
な
る
結
朵
ヒ
し

V

生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
商
品
以
外
に
何
も
の
を
以 

つ
て
、決
濟
の
道
を
付
け
る
か
、動
勞
を
，以

,

0
て
し
、义
金
貨
を
以
つ
，て

す

6

こ
と

も

共
に
困
雛
で 

ぁ
る
ど
す
れ
ば
、殘
.る
所
は
外
國
に
封
す
へ
る

\
合
衆
.
國
：の
貨
付
金
と
千
九
西
十
四
芈
以
前
に
•諸
外 

國
の
所
有
し
て

«

つ
た
合
衆
國
有
價
證
券
の
囘
送
と
に
依
る
の
外
に
、何
等
の
道
な
き
に
至
る
。
 

現
に
"戦
時
數
尔
間
：を
通
じ

.
て
、合
衆

'
國
に
於
：け

」

る
金
の
輸
入
超
過
.高
は
十
億
ニ
西
九
十
靡
®
に
 

過
ぎ
な
か
つ
た
の
に
、

「

ク
ン
デ
牛
ッ
ト

」

の.
移
轉
に
，依
る
'決
濟
高
が
两
八
偉
三
千
九
茛
萵
卵
に
上 

つ
た
こ

.V

に
徵
し
て
、事
の

r—
*
斑
を
知
る
に
離
し
と
し
な
い
で
あ
ら
ぅ

0

蓋
し
斯
る

「

ク
レ
デ
ヰ 

ッ
ト

」

の
移

«

の
行
は
れ
る
方

_

法
を
數
べ
れ
ば
、三
，種
に
分
れ
る
。
第
一
は
歐
洲
か
ら
合
衆
：國
に 

向
つ
て
、同

.
國
の
有
憎
證
券
を
囘
送
す
る
こ
ど
で
あ
り
、第

|

一
は
合
衆
國
■の
*
本
家
自
ら
諸
.外
國 

に
自
：國
の
資
本
を
放
下
す
る
；

こ
ビ

で
あ
ト
、難
三

‘は
合
衆
.國
政
府
自
ら
聯
合
諮
國
政
府
に

If
u

<? 

て
、貨
付
を
爲
す
こ

V
J

で
あ
る
。
歐
洲
大
陸
諸
國
が
其

.
所
有
に
係
：る
合
衆
國
の
有
價
證
券
を
同 

0

に

rn
j

つ
て
、賣
戾
す
乙
ビ
は
、千
九
百

+

四
华
の
春
«
か
ら

、«

に
行
ば
れ
た
所
で
あ
つ
て
、此
一 

事
は

-)
5

.き
將
來
に
戰
爭
の
勃

®

す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
ビ
考
へ
ら
れ
た
。
而
し
て

1)
3

戦

……

箱
十
七
偕
.

ニ
" -

六

三

ぃ

論
.

.

餽

岡

.
際
贷
借
に
於
け
名
合
衆
_

の
地
位
、
 

笫

八

猇
■ 

ニ

3



第十七

#
.

2

三六ニ

〕

論

.
訧

.
阈際贷借

)1
於ける

<3:
衆网，の地位

 

钺八胧
 

ーごー

て
行」
は
れ
る
の
で
ぁ
：る
：が
、歟
洲
：戰
時
に
於

1 :
'
は
遂
戰
諸
國
は
金
貨

「

の
輸
出
を
行
ぅ

乙

ビ

を
以 

つ
て

、絕
對
不
可
能
に
屬
す
る
も
の
ど
し
た
。
時
に
は

^

阈

(:
供

給

す

る

金

貨

に

幾

倍

す

る

ク
 

レ
デ
ヰ
グ
：ト

.
を
'其
.
國
に
得
る
爲
め
：に
、金

.
貨
を
輸
送
し
た
事
實
も
ぁ
る
が
、斯
の
如
き
は
稀
有
の 

事
に
，屬
す
る
。
隨
つ
て
合
衆
國

R

し.
て
も
右
の
如
き

E

额
な
る

パ

ラ
シ
ス

{ :
對
し
て
、令

,5
^' 

囘
收
す
る
を

#

れ

0

は
、僅
；
.
に.
十
：億
ニ
千
儿

} ?
离
弗
で
ぁ
つ
て
、他
は
歐
洲
に
負
ぅ
た
债
務
の
偾

の
.
引
受
に
依
り
、諸
外
國
に
昀
つ
て
合
衆
國
政
府

，
：

：z

 

の
：道
を
求
め
た
の
で
あ
つ

て
、
其
內
譯
は
左
の
如
く

遺
に
依
り
、外
國

.
諸
：會

社

の

0

行
す
る
債
券 

身
の
行
つ
へ
た
資
金
の
贷
出
に
依

0
そ
、決
濟 

で
ぁ
，る
。

(

眾
位
两
捣
卯

)

.

歐
洲
ょ
&

囘
收
し
^
有
惯
證
'券

:
:

.
:.外
國
偾
券
の
發
行
高

: :
;
;

^

:',,
聯
合
諸
國
に
對
す
る
合
衆
國

.
政
府
の
貨
出
金

：：;

.

V
合

計

：
;
:
:
.
:
' 

斯
の
如
き
运
額
な
る
資
本
が
合
衆
目
か

ニ
、
〇
〇
〇
？

一
、
五
ニ
〇
、.1  

七
、
三
一
九
、五

J

〇

、
八

三

九

"
六 

ら
歐
洲
諸
國
へ
供
鈴

^J

れ
^

こ
ビ
は

0 

く
可
き
事 

實
.
で
あ
る
。

蓋
し
前
記
‘の
如
き
莫
大

'
な
る
合
衆
國
の
輸
出
超
：過
は
歐
.洲
諸
國
に
於
け
る
產
.業



國
た
る
地
位
を
脫
し
て

V
債
國
權
れ
る
地
位
に
就
く
に
至
つ
れ
ビ
云
ふ
こ
ビ
が
考
へ
ら
れ
忆
。

へ
英
：國
の
，如
き
從
，來
債
#

國

ビ

し
て
、最
も
饞
秀
な
る
地
位
を
占
め
て
居
つ
た
の
で
あ
る
が
、其
之 

を
占
：.
め
る
に
就
て
は
、多
年
間
じ
瓦

0
七
、徐
；に
對
外
放
資
を
增
殖
す
る
こ
ど
に
勉
め
其
利
子
收 

益
.
の
囘
收

^
n

る
一
方
に
、海
運
，
を
始
め
其
他
の
對
外
債
權
の
收
入
の
加
重
す
る
働
き
の
與 

つ
て
力
，あ
つ
た
次
第
で
あ
つ
て
、

«

翻
_

と_

る
に
數
十
年
間
の
努
力
を
费
し
て
居
る
ビ

S

つ
 

て
苑
支
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
然
る
に
英
國
に
於

T
' f
t

十
年
間
に
成
就
す
る
を
得
た
所
を
合
衆
國 

I :
於
て
は
、僅
々
四
卬
半
の
歲
月
を
以
つ
て
、達
成
す
る
を
得
た
ビ
す
る
次
第
で
あ
つ
て
、如
何
に 

歐
洲
戰
爭
が
國
際
經
濟
，

.
上
0

關
係
を
；攆
亂
す
る
こ

V

の
甚
だ
し
き
も
の
あ
つ
：た
ど
云
ひ
な
が 

ら
、斯
の
如
き
は
一
の
奇
蹟
を
.以
つ
て

m

る

RI

き
も
の
に
屬
す
る
。
•然
も
經
濟
上
の
關
係
に
は 

奇
躜
の
起
る
が
如
き
は
、

^

易

( :
盟
み
得
ベ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
つ
て
、合
衆
國
.が
一
蹯
廣
權
國
に 

爲.
つ
た
：ビ
云
ふ
こ
ビ
に
對
し
て
は
、禪
々

0〗

制
限
を
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
あ
る
。
第 

1

、單
に
利
子

# .
に
事

^ :
!̂ _

の：勘
定
に
於
て
、戰
前
ニ
億
茆
の
支
拂
勘
淀
に
居
つ
た
も
の
が
戦 

後

五

；
億

：
ニ

千

五
«
:

萬
卯
の
：
.
受
：取
勘
定
に
爲
つ
た
ど
云
ふ

I

事
か
ら
云
へ
ば
、如
何
に
も
合
衆
國 

は
債
權
國
の
地
位
に

■
就
い

/2
ビ
云
ふ
外

«

を
生
ず
る
が
、此
外
觀
が
具

_

化
す
る
に
は
、̂
づ
歐

第

十

七

涖

2

H
ハ
：土)

㈱

m

國
隙
贷
惜
.
1於
け
/,
合
衆
國
の
地
位
. 

第
八
號 

ニ
3£



瑢
十
七
滟

(
1

三六四

〕

瞼

說

.
國
際
貨
借

11
於
”

る
合
衆
國
の
地
位

. 

第

八
I
 

.

ニ

四

.

以
後
、合
衆
镅
に
對
す
る

.
有
價
證
券
の
；賣

戾

は

.
般
的
に
行
は
れ
ギ
九
西
十
べ
年

^

,:

人、、て
ニ 

十
1;
#

に
上
つ

.

.た
ビ

:#

さ
れ
る
。
第
二
は
合
衆
國
，

.か
ら
資
本
の
輸
出
癸
れ
る
こ
ど
で
あ
つ
て
、
 

其
之
を
輸
出
せ
し
め
る
方
法
ど
し
て
は
、合
衆
國
市
場
に
外
國
債
が
發
行

i

れ
ゼ
を

發

行
す
る 

國
は
何
れ
も
其
收
入
を
戰
爭

.
に
#

ぅ
對
外

_
支
拂
の
決
濟
に
供
用
し
た
。
.然
し
な
が
ら
是
等
の 

i

法
に
比
較
し
て
运
に
ぃ
重
恶
な
る
信
用
：移

動

の

方

法

は

合

衆

國

政

府

自

身

の

聯

合

諸

國

政

府 

に
對
し
て
爲
し
た
直
接
の
貸
付
金
で
あ
つ
て
、國
際
貨
滞
に
於
け
る

パ

ラ
ン

ス
の
大
部
分
は
之 

I:

依
つ
て
決
濟
さ
れ
た
：も
の
ビ

.
云
へ
る
。

此

外

戰

，時

合

衆

國

に

於

て

は

一

方

に

海

運

業

の

運 

t
收
入
が

^
■
力
し
他
の

1

*

に
傭
船
料
の
支
拂
を

®

す
る
も
の
を
生
じ
、合
衆
國
民
の
海
外
消 

i

金
を
、跑
じ
た
等
秤
々
の
變
動
は
あ
つ
た
が
、何
れ
も
些
細
の
も
の
で
あ
つ
て
、

^
局
に

1

係
を 

及
ぼ
さ
ざ
る
の
故
を
以
つ
て
、之
：を
*
略
す

る
。
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迕
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著
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れ
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潰
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熄
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猶
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す
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^
千
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离
弗
に
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上
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あ
つ
て
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額
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衆
國
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外
潰
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入
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て
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然
る
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ざ
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衆
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縫
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如
き
も
、戰
♦
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し
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狀
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衆
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衆
國
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て
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0
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額
を
完
全
に
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拂
グ

^
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拂
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得
る
能
力
を
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^
す
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0

實
が
伴
ぅ
こ
と
を
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恶
と
す
る

0

然
も
歐
洲
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國
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今
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く
.
此
能
力
に
缺
く
る
所
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り
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狀
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右
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拂
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衆
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れ
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に
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に
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騰
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上
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あ
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す
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得
な
い
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衆
國
政
府
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出
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弗
の
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一
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萬
弗
が
英
國
に
對
す
る
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で
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近
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濟

「

的
恢
，復
.
に
就
て
、著
し
き
進
埗
を
街
げ
て
居
る
こ
と

は

、假 

v

令
；5

最
近
短
期
儀

務

が
長
.
期
の
債
務
に
借
換
へ
ら
れ
た
事
實
あ
り
と
は
云
へ
、將
來
の
爲
め
に
、
 

.
合
衆
國
に
到
し
て
、

I

道
の
光
明
を
放
つ
も
の
ど
認
め
る
を
得
る
で
あ
ら
う
。

■ 
n
n
.

ほ
將
來
に
於
け
る

^

柳
ビ
共
に

.1

考
を
要
す
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合
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て
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れ
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か
の
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。
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し
も
外
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す
る
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